
6月の防災ラジオ販売会のお知らせ

平成28年（2016年）6月1日号 2

平成28年度石巻市中小企業復旧
支援事業補助金（第1回）

　

行
政
情
報

　津波情報等の避難が必要な重要情報を、自動起動により聞くことができる防災
ラジオを販売しています。

6月10日（金）　午後3時ごろ

問　危機対策課（内線4158）

販売対象 ①市民　②市内で事業を営んでいる事務所や事業所

金額

戸別受信機が設置されていない世帯 1,000円/1台

戸別受信機が設置されている世帯

5,000円/1台事務所、事業所

２台目以降の購入世帯

販売方法

と　き　①6月14日（火）午後1時30分～4時30分
　　　　②6月27日（月）午前9時～11時30分
ところ　市役所4階401会議室
※町内会、自治会、自主防災会や、事業所等で、20台以上取りまとめて購入する場合
　は、代表者の自宅や事務所にお届けすることができますので、ご相談ください。

防災ラジオのテスト放送のお知らせ

平
成
28
年
度

第
二
次
奨
学
生
募
集

窓
口
で
は「
本
人

確
認
」を
行
っ
て

い
ま
す

農
業
者
年
金
の

現
況
届
の
提
出

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

児
童
手
当
の
現
況
届

の
提
出

　
石
巻
市
出
身
の
優
秀
な
学
生

で
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困

難
な
方
々
に
学
資
を
貸
与
し
、

有
能
な
人
材
を
育
成
す
る
た

め
、
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

対
　
象

・
市
内
に
２
年
以
上
居
住
す
る

　
方

・
学
術
優
秀（
評
定
平
均
３・５

　
程
度
）、品
行
方
正
お
よ
び
身

　
体
健
全
で
あ
り
、経
済
的
理

　
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
方

※
他
の
奨
学
金
と
の
併
用
は
で

　
き
ま
せ
ん
。

募
集
課
程
お
よ
び
貸
与
額

・
高
校
生（
高
等
専
門
学
校
１

　
年
～
３
年
生
を
含
む
）

　
１
５
、０
０
０
円
以
内
／
月

・
専
修
学
校
生（
修
学
期
限
が

　
２
年
以
上
の
課
程
に
限
る
）

・
大
学
生（
短
期
大
学
生
、高
等

　
専
門
学
校
４
年
～
５
年
生
を

　
含
む
）

　
４
５
、０
０
０
円
以
内
／
月

※
採
用
決
定
後
９
月
に
一
括
貸

　
与
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

管
内
高
等
学
校
、市
教
育
委

員
会
、各
総
合
支
所
お
よ
び
各

支
所
の
窓
口
か
ら
願
書
等
を
受

け
取
り
、募
集
期
間
内
に
学
校

教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
郵
送
可
。た
だ
し
、期
間
内

必
着
）

募
集
期
限

　
８
月
５
日
㈮

問

申
・

　
〒
986
―
8
5
0
1（
住
所
不
要
）

　
学
校
教
育
課

　
（
内
線
5
0
2
8
）

　
給
付
の
対
象
に
な
る
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、５
月
上
旬
に
申

請
書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

対
　
象

　
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
支
給
対
象
者
で
、平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
以
上

に
な
る
方

　
〈
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給

付
金
対
象
者
〉

　

基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１

日
）に
お
い
て
、市
内
に
住
民
登

録
が
さ
れ
て
い
る
方
で
、平
成

27
年
度
分（
平
成
26
年
中
）市

民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ

て
い
な
い
方
。た
だ
し
、次
の
方

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

　
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合

給
付
額

　
一
人
に
つ
き
３
０
、０
０
０
円

申
請
期
限　
８
月
２
日
㈫

問

申
・
　
福
祉
総
務
課

　

臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ

ヤ
ル　
90－

８
０
４
３
、90－

８
０
４
４

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）

　

住
民
票
や
戸
籍
の
請
求
・
住

所
の
異
動
届
お
よ
び
戸
籍
の
届

け
を
受
け
付
け
る
と
き
に
、来
庁

さ
れ
た
方
の
本
人
確
認
を
行
っ

て
い
ま
す
。

目
　
的

・
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め

・
な
り
す
ま
し
に
よ
る
虚
偽
の
請

  

求
、届
け
出
を
防
止
す
る
た
め

必
要
な
も
の

① 

官
公
庁
発
行
の
写
真
付
き

　
身
分
証
明
書

　
（
運
転
免
許
証
・パ
ス
ポ
ー
ト・

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
）

② 

①
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち

　
で
な
い
方
は
氏
名
、住
所
、生

　

年
月
日
の
確
認
で
き
る
複
数

　
の
書
類

　
（
健
康
保
険
証・介
護
保
険
証

　
・年
金
手
帳・年
金
証
書
等
）

　

証
明
書
が
な
い
場
合
は
、聞

き
取
り
等
に
よ
り
本
人
確
認
を

行
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

問　
市
民
課

　
（
内
線
２
３
１
３・2
3
1
6

　
・2
3
2
1
）

高
齢
者
向
け
給
付

金
の
お
知
ら
せ

　
農
業
者
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、毎
年
現
況
届
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　
農
業
者
年
金
の
経
営
移
譲
年

金
や
特
例
付
加
年
金
・
農
業
者

老
齢
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、現
況
届
を
必
ず
農
業
委

員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、現
況
届
の
用
紙
は
、５

月
末
に
農
業
者
年
金
基
金
か
ら

受
給
者
本
人
に
送
ら
れ
て
い
ま

す
。

提
出
先

　
農
業
委
員
会・農
林
課・各
総

合
支
所
地
域
振
興
課

提
出
期
間

　
６
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
き

　

は
、11
月
の
支
払
い
か
ら
現

　
況
届
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の

　

間
、年
金
の
支
払
い
が
差
し

　

止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、ご
注

　
意
く
だ
さ
い
。

問　
農
業
委
員
会

　
　
☎
62－
４
８
２
６

　

現
況
届
は
、毎
年
6
月
1
日

現
在
の
状
況
を
把
握
し
、6
月

以
降
の
児
童
手
当
を
引
き
続
き

受
給
す
る
要
件
を
満
た
す
か
確

認
す
る
も
の
で
す
。

　
児
童
手
当
を
受
給
中
の
方
へ

郵
送
で
書
類
を
送
付
し
ま
す
の

で
、手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、2
月
分
か
ら
5
月
分

ま
で
の
児
童
手
当
は
、6
月
10

日
㈮
に
振
り
込
み
ま
す
。

問

申
・
　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
2
5
1
2
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、6
月

１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に

基
づ
き
、新
た
に
登
録
し
た
方
々

の
選
挙
人
名
簿
を
縦
覧
し
ま
す
。

と
　
き　
6
月
３
日
㈮
～
７
日
㈫

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

と
こ
ろ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

※
土
日
の
縦
覧
は
、事
前
に
連
絡

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
（
内
線
５
８
２
３・5
8
2
4
）

　震災により直接被害を受けた中小企業者を支援するため、被災
した施設等の復旧に要する経費の一部を補助します。
対　　象　①震災時市内で事業を営んでいた方（個人事業者に
　　　　　　あっては、震災時に市内に居住していた方）で、市内
　　　　　　で事業を再開または継続する方
　　　　　※対象とならない業種もあります。
　　　　　②施設が大規模半壊以上の被害を受けた方
　　　　　③市税および国民健康保険税に未納がない方
　　　　　④施設等の復旧に係る国・県等の補助金を受けていな
　　　　　　い方
　　　　　⑤平成29年3月31日（金）までに復旧を完了し、実績
　　　　　　報告を提出できる方（すでに復旧を終えている場
　　　　　　合も可）
　　　　　※すでに同制度を利用されている方は、対象外となり
　　　　　　ます。
補助金額等　施設等の復旧に要した経費（税抜で20万円以上）の
　　　　　　2分の1以内（限度額100万円）
　　　　　　補助金交付の申請は、1事業者につき1施設に係る
　　　　　　もののみとなります。
　　　　　　（例えばアパート等を複数棟所有している場合でも、
                   申請は1棟のみとなります）
受付期間　6月13日（月）～24日（金）（土日を除く）
※補助金交付額が上限に達した場合は受け付けを終了します。

問申・ 　商工課（内線3524・3526）

「
環
境
市
民
講
座
」

受
講
生
募
集

　

市
で
は
、自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

体
験
や
、環
境
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る「
環
境
市
民
講
座
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

第
一
回
目
と
し
て
、「
石
巻
の

自
然
」に
つ
い
て
、石
巻
専
修
大

学
で
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

と
　
き　
７
月
９
日
㈯
午
前
10
時

と
こ
ろ　
石
巻
専
修
大
学

　
　
　
　
4
1
0
3
講
座
室

対
　
象

　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
に
通

勤
、通
学
し
て
い
る
小
学
生
以
上

の
方（
小
学
校
３
年
生
以
下
は

保
護
者
同
伴
）

申
込
方
法

　
は
が
き
に
、受
講
希
望
の
旨
、

郵
便
番
号
、住
所
、氏
名（
ふ
り

が
な
）、年
齢
、性
別
、職
業（
学

校
名
）、電
話
番
号
を
記
入
の

上
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ

メ
ー
ル
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
６
月
30
日
㈭

問

申
・
　

　
〒
986
―
8
5
0
1（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
3
3
6
8
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ　
22－

6
1
2
0

　
　

isenv@
city.ishinom

aki.
　
　
lg.jp

注意事項 ①購入時、運転免許証や健康保険証等の、市民であることが確認できるもの
　を持参してください。代理人による購入も可能です。実際に使用する世帯
　の世帯主等の身分証明書のコピーを持参してください。
②ラジオ石巻（FM76.4MHz）が受信できない場所では使用できません。購入
　前に必ず受信状況を確認してください。購入後の返品・返金はできません。
③普段はラジオ石巻のみを聞くことができるラジオです。詳細はホームペー
　ジをご覧いただくか、お問い合わせください。
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行
政
情
報

あ
な
た
の
周
り
に
い

ま
せ
ん
か
？

「
市
政
功
労
者
候
補

者
推
薦
の
お
願
い
」

　

長
年
に
わ
た
り
地
域
の
清
掃

や
奉
仕
活
動
に
熱
心
に
取
り
組

ん
で
き
た
、作
品
や
指
導
を
通
し

て
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え

て
き
た
、ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
尽
力

し
て
き
た
等
、そ
の
功
績
が
特
に

優
れ
、郷
土
の
誇
り
と
し
て
認
め

ら
れ
る
方
を
、市
政
功
労
者
と
し

て
表
彰
し
ま
す
。皆
さ
ん
の
周
り

に
い
る“
す
ば
ら
し
い
方
”を
ぜ

ひ
、ご
推
薦
願
い
ま
す
。

対
　
象

（
お
お
む
ね
12
年
以
上
の
も
の
）

・
社
会
福
祉
事
業
に
尽
力
し
た
方

・
市
民
の
健
康
増
進
、衛
生
思

　
想
の
普
及
発
達
に
尽
力
し
た
方

・
産
業
の
振
興
発
展
に
尽
力
し
た
方

・
道
路
の
愛
護
、公
園
広
場
の
整

　
備
そ
の
他
の
建
設
事
業
に
尽

　
力
し
た
方

・
芸
術
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
興

　
隆
に
多
大
な
功
績
の
あ
っ
た
方

・
篤
行
者
で一般
の
模
範
と
な
る
方

推
薦
方
法

　

個
人
ま
た
は
各
団
体（
町
内

会
や
組
合
等
）か
ら
の
内
申
が
必

要
で
す
。必
要
事
項
を
書
類
に

記
入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
書
類
は
、市
役
所
各
関
係
課
・

各
総
合
支
所
関
係
課
・
各
支
所
・

秘
書
広
報
課
に
あ
り
ま
す
。ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

提
出
先　
市
役
所
各
関
係
課

提
出
部
数　

各
２
部（
１
部
コ

　
ピ
ー
可
）

提
出
期
限　
6
月
17
日
㈮

問　
秘
書
広
報
課

　
（
内
線
４
０
１
３・４
０
１
４
）

放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
指
導
員
の
募
集

企
業
立
地
の
た
め

の
支
援
制
度

小
・
中
学
校
プ
ー

ル
監
視
員
の
募
集

平
成
28
年
度
石
巻

市
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
受
講
生

募
集

業
務
内
容　

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用

す
る
児
童
の
保
育
や
指
導
、保
護

者
か
ら
の
申
請
書
受
付
等
、児
童

ク
ラ
ブ
に
関
わ
る
事
務
処
理

勤
務
期
間　

　
採
用
日
～
平
成
29
年
３
月
31
日
㈮

勤
務
場
所

　
市
内
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

対
　
象

　
保
育
業
務
経
験
ま
た
は
子
育

て
経
験
の
あ
る
方

募
集
人
数　
若
干
名

賃
　
金　
時
給
900
円
～
950
円

申
込
方
法

　
履
歴
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送

申
込
期
限　
定
員
に
達
す
る
ま
で

問

申
・
　
子
ど
も
保
育
課

　
　
　
（
内
線
２
５
２
3
）

　

市
で
は
、産
業
振
興
と
雇
用

の
拡
大
を
図
る
た
め
、市
内
に
事

業
所
等
を
新
設
、増
設
ま
た
は

移
設
し
た
企
業
に
助
成
金
を
交

付
し
ま
す
。

　

助
成
金
を
受
け
る
た
め
に
は

業
種
や
設
備
投
資
額
、雇
用
人

数
等
、一定
の
要
件
が
あ
る
ほ
か
、

操
業
開
始
の
30
日
前
ま
で
に
申

請
が
必
要
で
す
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問

申
・
　
産
業
推
進
課

　
　
　
（
内
線
３
５
４
８
）

勤
務
期
間

　
7
月
21
日
㈭
～
8
月
25
日
㈭

勤
務
場
所

　
市
内
の
各
小・中
学
校

対
　
象

　
18
歳
以
上（
高
校
生
を
除
く
）

で
泳
げ
る
方

募
集
人
数　
各
学
校
1
人

賃
　
金

　
日
額
４
、６
８
０
円（
6
時
間

勤
務
）

申
込
方
法

　
希
望
す
る
各
小
・
中
学
校
へ
直

接
連
絡

申
込
期
限　
6
月
30
日
㈭

問

申
・
　

市
内
各
小
・
中
学
校

　
　
　
ま
た
は
教
育
総
務
課

　
　
　
（
内
線
５
０
１
７
）

と
　
き

　
平
成
28
年
度（
入
門
課
程
）

　
7
月
5
日
㈫
～
11
月
29
日
㈫

　
毎
週
火
曜
日（
全
20
回
）

　
午
後
7
時
～
9
時

　
平
成
29
年
度（
基
礎
課
程
）

　
日
程
未
定（
全
22
回
程
度
）

と
こ
ろ

　
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

※
車
で
お
い
で
の
方
は
、近
隣

　
の
有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く

　
だ
さ
い
。

対
　
象

　
聴
覚
障
害
者
の
福
祉
に
理
解

と
熱
意
を
有
す
る
健
聴
者
で
、

石
巻
市
、東
松
島
市
、女
川
町
在

住
の
18
歳
以
上
の
方
で
、手
話

学
習
経
験
の
な
い
初
心
者
の
方

定
　
員　
25
人［
抽
選
］

料
　
金　
３
、３
０
０
円
程
度

　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
方
法　

　

申
込
書（
障
害
福
祉
課
で
配

布
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

に
記
入
の
上
、持
参
、郵
送
、Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
６
月
15
日
㈬

問

申
・
　

　
〒
986－

８
５
０
１（
住
所
不
要
）

　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
４
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
22－

６
６
１
０

　
　

ishandw
elf@

city.　
　
　

　
　

ishinom
aki.lg.jp

　市では、医療・介護分野の専門職の人材確保と市へのU・I・Jターン等、
地元就職の促進を図るため、奨学金の返還額の一部を助成します。
対　　象　次の要件を全て満たす方
　　　　　・市内に住所があり、申請年度の3月31日まで継続して市内に
　　　　　 居住する方
　　　　　・奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専修学校専門課程に
　　　　　  進学した方
　　　　　・看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福          
　　　　　  祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格を有する方
　　　　　・平成28年4月1日以降に、市内に事業所を有する事業主に正
　　　　　  規雇用され、市内の事業所で保有資格に基づく業務に従事
　　　　　  する方で、申請年度の3月31日まで継続して当該事業所に
　　　　　  勤務する方（国および地方公共団体の職員を除く）
　　　　　・月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を行っている方、または申請  
　　　　　  年度内に月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を開始する方
　　　　　・奨学金の返還に滞納がない方
　　　　　・市税の滞納がない方
　　　　　・暴力団員等でない方
対象となる奨学金
　　　　　・日本学生支援機構奨学金　・石巻市奨学金
　　　　　・その他市長が認める奨学金
助成金額　申請年度内に返還した奨学金返還額（上限20万円）
　　　　　※市内居住期間または市内事業所での就労期間が１年に満た
　　　　　　ない場合は、その期間に応じて案分した額となります。
助成期間　最長３年間
申込方法　交付申請書類に必要事項を記入の上、郵送または持参してく
　　　　　ださい。※持参する場合は、事前にご連絡ください。
申込期間　6月1日（水）～30日（木）
※10月にも申請を受け付けします。
※詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

問申・ 　包括ケア推進室　☎９８-５５１８　〒986-0031 南境字新小堤25-1

奨学金返還支援事業助成金
　

　一般家庭ごみの集積所や人目につきにくい広い土地等に、被災ご
みやリフォーム廃材(産業廃棄物)またはそれらに便乗した粗大ごみが
捨てられています。
　不法投棄禁止違反は、５年以下の懲役もしくは、１,０００万円以下の
罰金、または併科に処せられる犯罪行為です。
　不法投棄が行われている現場を目撃したら、すぐ警察に１１０番通報
してください。場所、時間、車のナンバー等を控えておくと、投棄者が
特定しやすくなりますので、ご協力をお願いします。また、不法投棄物
に関する情報は、お近くの警察署または交番・駐在所、もしくは廃棄物
対策課へご連絡ください。
問　廃棄物対策課(内線3375・3376)

5月30日㈪～6月5日㈰は
｢全国ごみ不法投棄監視ウィーク｣です

5月30日㈪～6月5日㈰は
「ごみ減量・リサイクル週間」です

　皆さんで「循環型社会」を作るために、3R（スリーアール）を実行し
ましょう。4月から古着・布類の対象品目を大幅に増やし、雑誌類も、
より出しやすくなりました。
　燃やせるごみの約4割を占める布類・紙類の分別にご協力ください。
　Reduce(リデュース）　 ごみを減らそう。無駄なものは買わない。
　Reuse(リユース）　　　 繰り返し使おう。別の使い方を考える。
　Recycle（リサイクル）　再び資源として
　　　　　　　　　　　　利用しよう。
　分別とリサイクルでごみを減らしましょう。
問　廃棄物対策課（内線3374）

犬
の
登
録
と
狂
犬

病
予
防
注
射
は
、飼

い
主
の
義
務
で
す
！

●
新
た
に
犬
を
飼
っ
た
方
、ま

だ
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

必
ず
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、犬
の
死
亡
、飼
い
主
の

転
居
、犬
の
譲
渡
等
に
よ
り
、登

録
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
方
は

届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
集
合
注
射
で
接
種
で
き
な

か
っ
た
方
は
、個
別
に
最
寄
り

の
動
物
病
院
で
必
ず
受
け
て
く

だ
さ
い
。た
だ
し
、病
気
治
療
中

等
の
理
由
に
よ
り
、獣
医
師
か

ら「
実
施
猶
予
証
明
書
」を
交
付

さ
れ
た
方
は
、届
け
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
４
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

市報 いしのまき3



　　　

平成28年（2016年）6月1日号

※
市
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

　
等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

　
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

　
測
定
器
の
貸
し
出
し
を
無
料

　
で
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
環
境
課

　
　

 （
内
線
３
３
６
６
）

福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ

る
放
射
線
の
影
響

　
放
射
線
量
の
測
定
を
し
て
い

ま
す
。期
間
中
の
測
定
の
結
果
、

空
間
放
射
線
量
は
健
康
に
影
響

を
与
え
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。測
定
は
今
後
も

定
期
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、市立高等学校（敷地） 0.05～0.10 4/5～4/25
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.05～0.09 4/5～4/26
公共施設等（ホットスポット調査） 　0.05～0.10 4/4～4/21
牡鹿地区集落 0.05～0.17 4/5～4/18

日
本
赤
十
字
社
活
動

資
金
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

６
月
は
環
境
月
間

で
す
！

　

20
歳
前
の
障
害
が
理
由
で
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、毎
年
７
月
に
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な

い
と
、年
金
が一時
支
給
停
止
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、ま
だ
お

済
み
で
な
い
方
は
、事
前
に
住
民

税
の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

問　
石
巻
年
金
事
務
所

　
　
☎
22－

5
1
1
5

　
　
市
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
2
3
5
3
）

障
害
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、災
害

救
護
、青
少
年
赤
十
字
、各
講
習

会
の
普
及
等
さ
ま
ざ
ま
な
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。東
日
本
大

震
災
で
は
医
療
救
護
活
動
、救

援
物
資
の
配
布
、こ
こ
ろ
の
ケ

ア
等
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。こ
れ
ら
の
活
動
資
金
は
賛

同
し
て
い
た
だ
く
皆
さ
ん
か
ら

の
協
力
金（
社
費
）で
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。個
人
や
法
人
か

ら
の
善
意
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問

申
・
　
日
本
赤
十
字
社
宮
城

　
県
支
部
石
巻
市
地
区
事
務
局

　
（
福
祉
総
務
課
内
）

　
（
内
線
2
4
5
9
）

　

道
路
、公
園
、河
川
敷
等
に

「
空
き
缶
」・「
空
き
ビ
ン
」等
の

ポ
イ
捨
て
ご
み
の
散
乱
が
目

立
っ
て
い
ま
す
。

　

美
し
い
環
境
を
つ
く
り
、清

潔
で
健
康
な
生
活
を
送
る
た
め

に
は
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

周
囲
の
環
境
を
、自
分
で
で
き

る
範
囲
で
保
っ
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

問

申
・
　
環
境
課

　
（
内
線
3
3
6
3・3
3
6
4
）

公
共
下
水
道
事
業
お

よ
び
農
業
集
落
排
水

事
業
の
受
益
者
負
担

金（
分
担
金
）制
度
に

ご
理
解
を
！

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域

の
土
地
の
所
有
者
の
皆
さ
ん
に

受
益
者
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、下

水
道
施
設
建
設
事
業
費
の一
部

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。

　

新
た
に
下
水
道
が
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
、賦
課
対
象
と
し

て
定
め
た
区
域
に
土
地
を
所
有

し
て
い
る
方
に
は
、「
受
益
者
申

告
書
」を
送
付
し
ま
す
の
で
、内

容
を
確
認
の
上
、提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
今
年
度
の
新
た
な
賦
課
区
域

　
に
つ
い
て
は
、お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

問　
下
水
道
管
理
課

 　
（
内
線
５
６
９
６・５
６
９
４
）

　
　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

市営住宅入居者募集

県営住宅入居者募集

案内書配布場所　住宅管理課、各総合支所、各支所、宮城県住宅供給公社の
　　　　　　　 東部管理事務所
受付期間　6月1日（水）～12日（日）（当日消印有効）
申込方法　専用の申込用紙に記入し、郵送で申し込みください。

【募集する住宅】

※家賃は世帯の所得等により決定します。
★水押・新橋については、次のいずれかに該当する方のみ単身での申し込みが可能です。 
　昭和31年4月1日以前に生まれた方、障害者手帳等をお持ちの方、生活保護法被保護者の方等

管　　轄 本庁
種　　類 改良
住 宅 名 水押改良 鹿妻改良
所 在 地 水押二丁目10番 鹿妻南一丁目7
間 取 り 2K（2階） 2K（3階） 3K（5階）
建築年度 昭和44年度 昭和44年度 昭和52年度
構　　造 中層耐火4階建 中層耐火4階建 中層耐火5階建
募集戸数 1戸 1戸 1戸
単身入居 可★ 可★ 不可

管　　轄 本庁
種　　類 公営
住 宅 名 新橋 万石浦 稲井
所 在 地 門脇字二番谷地13 流留字七勺9-1 新栄二丁目5
間 取 り 2K 3DK（1階） 2LDK（1階）
建築年度 昭和36年度 昭和62年度 平成5年度
構　　造 簡易耐火平屋建 中層耐火5階建 中層耐火3階建
募集戸数 1戸 1戸 1戸
単身入居 可★ 不可 不可

管　　轄 北上 桃生 牡鹿
種　　類 特公賃 公営 公営 勤労者
住 宅 名 橋浦特公賃 橋浦 桃生四軒 鮎川南勤労者
所 在 地 北上町橋浦字大須230 北上町橋浦字大須230 桃生町中津山字四軒前11-1 鮎川浜伊勢下16-3
間 取 り 3LDK 2LDK 3DK 1DK
建築年度 平成13年度 平成14年度 昭和58年度 平成9年度
構　　造 木造2階建 木造平屋建 簡易耐火2階建 木造平屋建
募集戸数 1戸 1戸 1戸 1戸
単身入居 可 可 不可 可

〈重要〉 
・申し込み時点で入居予定者の中に市税等の滞納がある方がいる場合または
　暴力団員がいる場合は申し込みできません。
・申し込みの際に必要な書類は、事前にお問い合わせください。
・災害等で住宅の提供が必要な場合、募集を中止することがあります。
・ペットの飼育は禁止です。　　　　　　　　　　
・東日本大震災で住居を失った方（り災判定で自宅が全壊、大規模半壊または
　半壊で解体を余儀なくされた方）については、収入基準等の入居要件を満た
　しているものとして申し込み可能です。（特定公共賃貸住宅を除く）
・上記の方が一般の市営住宅に入居した場合、復興住宅への入居申し込みはで
　きません。また、家賃低減化の措置は復興住宅にのみ適用されるため、受けら
　れません。
・その他詳細については、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

案内書配布場所　住宅管理課、各総合支所、各支所、宮城
　　　　　　　　 県住宅供給公社の東部管理事務所
受付期間　6月1日（水）～12日（日）（当日消印有効）
申込方法　専用の申込用紙に記入し、郵送で申し込みく
　　　　　ださい。
　申・問　宮城県住宅供給公社
　　　　　入居管理課　☎022-224-0014
　　　　　東部管理事務所　☎21-5657

 　宮城県住宅供給公社　東部管理事務所　☎21-5657
　　　　 〒986-0815　石巻市中里7丁目1-3
申・問

行
政
情
報

　　　
平成28年度第1回上級救命講習（一般公募） 平成28年度第2回普通救命講習Ⅰ（一般公募）

と　　き　6月26日（日）
　　　　　午前8時30分～午後5時30分
と こ ろ　石巻広域消防本部2階大会議室
 （大橋一丁目1-1）
対　　象　16歳以上
定　　員　50人［先着］
申込期間　6月6日（月）～16日（木）
 午前9時～午後5時（土日を除く）
申込方法　最寄りの消防署、分署、出張所または石

巻広域消防ホームページにある申込用
紙で申し込みください。

　　　　　再講習の方は、受講申込時および講習
日に修了証を持参してください。

　　　　　 石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
 URL http://isyoubou.jp/

と　　き　7月17日(日)　午前9時～正午
と こ ろ　河北総合センター「ビッグバン」
対　　象　中学生以上
定　　員　30人［先着］
申込期間　6月28日(火)～7月7日（木）
　　　　　午前９時～午後５時（土日を除く）
申込方法　最寄りの消防署、分署、出張所または石

巻広域消防ホームページにある申込用
紙で申し込みください。

　　　　　再講習の方は、受講申込時および講習
日に修了証を持参してください。

　　  問　河北消防署　☎62-3119
 石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
 URL http://isyoubou.jp/

七夕かざりを作ろう
と　　き　7月3日（日）
 午前10時30分～正午
対　　象　5歳～中学生
 （未就学児は保護者同伴）
定　　員　8組〔先着〕
申込方法　いずれも直接または
 電話で申し込みください
　　　　　※6月16日（木）から受付開始
　申・問　図書館　☎93-8635

読みメンになろう！
～パパのための絵本講座～

と　　き　6月26日（日）、7月3日（日）
 午後2時～4時
対　　象　両日ともに参加可能な方
定　　員　15人〔先着〕

問
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平
成
２８
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
意
識
を
カ
イ
カ
ク
。男
女
で
サ

ン
カ
ク
。社
会
を
ヘ
ン
カ
ク
。」

　
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」と

は
、「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本

法
」の
目
的
お
よ
び
基
本
理
念

を
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
設
け
て
い
ま
す
。

　
男
女
が
互
い
に
人
権
を
尊
重

し
、そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分

に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
社

会
の
形
成
に
向
け
、ま
ず
は
一

人
一
人
の
意
識
カ
イ
カ
ク
か
ら

始
め
ま
し
ょ
う
。

問　
地
域
協
働
課

　
　
（
内
線
４
２
３
４
）

６
月
２３
日
㈭
～
２９
日
㈬

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

市
議
会「
第
1９
回
議
場

コ
ン
サ
ー
ト
」

《
電
力
自
由
化
》

　

４
月
か
ら
、電
力
自
由
化
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
国
の
登
録
を
受
け
た
小
売
電

気
販
売
業
者
、ま
た
は
そ
の
代

理
店
で
あ
る
か
を
確
認
し
、契

約
期
間
や
料
金
、解
約
条
件
等

の
契
約
内
容
、停
電
等
の
ト
ラ

ブ
ル
で
困
っ
た
際
の
連
絡
先
を

確
認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

万
が
一
、業
者
が
倒
産
し
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、直
ち
に
電

力
の
供
給
が
止
ま
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

不
審
な
点
は
、当
セ
ン
タ
ー

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

《
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
請
求
》

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
へ
の
不

当
な
請
求
ト
ラ
ブ
ル
が
続
い
て

い
ま
す
。

　
無
料
サ
イ
ト
や
動
画
を
閲
覧

中
に
、画
面
の
指
示
通
り
に
ク

リ
ッ
ク
し
た
後
、勝
手
に
会
員

登
録
料
や
利
用
料
を
請
求
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

「
裁
判
を
起
こ
す
、身
辺
調
査
を

す
る
」等
と
表
示
さ
れ
て
も
、安

易
に
信
用
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。

　
退
会
す
る
た
め
の
電
話
番
号

に
か
け
る
と
、自
ら
個
人
情
報

を
知
ら
せ
る
こ
と
と
な
り
、請

求
が
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。ワ
ン
ク

リ
ッ
ク
請
求
は
、有
効
な
契
約

成
立
で
は
な
い
の
で
、支
払
う

義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。　　

　
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
に
は

一
切
応
じ
ず
、当
セ
ン
タ
ー
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
〉

日
程
等
は「
６
月
の
相
談
あ
ん

な
い
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
（
消
費
生
活
相
談
）

　
　
☎
23
―
５
０
４
０

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）　相続・許認可相談ほか
　  　　   　　20日（月）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談　
　　　　　　  1日（水）　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎
　　　　　　  7日（火）　午前10時〜正午　桃生総合支所2階会議室
　　　　　　  8日（水）　午後1時〜3時　石巻中央公民館和室
　　　　　　15日（水）　午後1時〜3時30分　河南総合支所第2庁舎
　　　　　　17日（金）　午前10時〜午後3時　河北総合支所

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　14日(火)　うみかぜ法律事務所　高橋弁護士
　28日(火)　いしのまき法律事務所　前田弁護士
　午前10時30分〜午後4時　市役所2階市民相談センター相談室　
　定　員　1日9人〔先着〕　予約受付開始　1日(水)　午前9時
●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）

●女性のための面接相談
　心身不調、人間関係、夫婦問題、DV等のさまざまな問題に無料で応じます。
　と　き　　1日（水）　午前10時30分、午後1時、2時30分　市役所2階201会議室
　　　　　15日（水）　午前10時30分、午後1時、2時30分　市役所2階相談室B
　定　員　1日3人〔先着〕※要予約
　担　当　田口 京子（日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　地域協働課（内線4234）
●物忘れ相談（包括ケアセンター）
◦認知症全般に関する相談
　と　き　7日（火）
　定　員　午前午後各2件〔先着〕※要予約
　 申 問・ 　介護保険課（内線2437）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午後1時30分〜4時30分　月〜金曜日（祝日を除く）
　午前10時30分〜午後4時30分　日曜日（祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前10時〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
　  1日（水） 　午前10時〜午後3時　石巻中央公民館、市役所2階相談室A・B
　  1日（水） 　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎
　  6日（月） 　午前10時〜午後3時　北上保健医療センター
　  7日（火） 　午前10時〜午後3時　桃生総合支所2階会議室
　  9日（木） 　午前10時〜午後3時　牡鹿総合支所
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）
　17日（金）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　6日（月）〜10日（金）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  11日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

6 月の相談あんない

東北財務局・債務相談～返しきれない借金で悩んでいませんか?～

　専門相談員が、借金返済に関する相談に応じます。
　必要に応じて弁護士・司法書士等の専門家に引き継ぎを行いますので、
まずはお電話ください。
受付　午前9時〜正午 ・ 午後１時〜5時（土日・祝日、年末年始を除く）
申・問　東北財務局金融監督第三課多重債務相談窓口　☎022-266-5703

ハローワーク石巻「マザーズコーナー」のご案内

　ハローワーク石巻では、仕事と子育ての両立のための情報提供や担
当者による職業相談（要予約）等を行っています。
申・問　ハローワーク石巻「マザーズコーナー」　☎95-0158
　  問　市商工課（内線3523）

出
演
者　

　
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
音
楽
部

小
林
武
史（
音
楽
プ
ロ
デュー
サ
ー

／ａｐ 

b
a
n
k
代
表
理
事
）

と
　
き　

　
6
月
10
日
㈮

　
午
後
0
時
20
分
～
40
分

と
こ
ろ

　
市
役
所
6
階
市
議
会
議
場

問　
議
会
事
務
局

　
　
（
内
線
6
9
1
7
）
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